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般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありませ

ん。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基

づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられて

いる見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。 
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第三者割当によ第三者割当によ第三者割当によ第三者割当によるるるる優先優先優先優先株式株式株式株式の発行の発行の発行の発行、定款の一部変更、定款の一部変更、定款の一部変更、定款の一部変更並びに並びに並びに並びに    

資本金の額資本金の額資本金の額資本金の額及び及び及び及び資本準備金の額の減少資本準備金の額の減少資本準備金の額の減少資本準備金の額の減少に関するお知らせに関するお知らせに関するお知らせに関するお知らせ    

 

当社は、2018 年５月 30 日開催の取締役会において、第三者割当の方法により、UDS コーポレート・メザニ

ン４号投資事業有限責任組合及びブルーパートナーズ第二号投資事業有限責任組合（総称して、以下、「割当

予定先」といいます。）に対して総額25億円のＡ種優先株式を発行すること、Ａ種優先株式の発行に伴い、各

割当予定先との間で、割当予定先が本優先株式を引き受けること等に関する2018年５月30日付株式投資契約

（以下、「本投資契約」といいます。）を締結すること並びに2018年６月28日開催予定の定時株主総会（以下、

「本定時株主総会」といいます。）に本優先株式の発行に係る議案を付議することを決議しましたので、以下

のとおりお知らせいたします。また、当社は、上記取締役会において、Ａ種優先株式の新設等に係る定款の一

部変更（以下、「本定款変更」といいます。）に係る議案を本定時株主総会に付議すること、並びに、優先株式

の払込金額の資本金及び資本準備金組入に伴う資本金及び資本準備金増加分につき資本金及び資本準備金を減

少すること（以下、「本減資等」といいます。）を決議しましたので、併せてお知らせいたします。 

Ａ種優先株式の発行は、本定時株主総会における本定款変更に係る議案及び本優先株式の発行に係る議案の

承認（いずれも特別決議によるもの）、2018 年５月 30 日付「資本業務提携締結及び子会社の異動（持分譲渡）

に関するお知らせ」及び「資本業務提携締結に伴う債権譲渡に関するお知らせ」にて公表しました連結子会社

であるシダックス・コミュニティー株式会社（以下、「ＳＣ社」といいます。）の株式（81％）並びにＳＣ社及

び関連会社であるシダックストラベラーズコミュニティー株式会社（以下、「ＳＴＣ社」といいます。）に対し

て当社が保有する債権の株式会社B&Vへの譲渡（以下、「本株式譲渡等」といいます。）に関する契約の締結及

び実行等を条件としており、本減資等については、本優先株式の発行の効力が生じることを条件としています。 

 

Ⅰ．第三者割当による本優先株式の発行について 

 

１．募集の概要 

 

① 払 込 期 日 2018年７月19日 

② 発 行 新 株 式 数 Ａ種優先株式 250株    

③ 発 行 価 額 １株につき10,000,000円 

④ 調 達 資 金 の 額 2,500,000,000円 

⑤ 
募 集 又 は 割 当 方 法 

（ 割 当 予 定 先 ） 

第三者割当の方法により割り当てます。 

（UDS コーポレート・メザニン４号投資事業有限責任組合 165株 

 ブルーパートナーズ第二号投資事業有限責任組合     85株） 

⑥ 当 初 転 換 価 額 435.1円 
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⑦ 優 先 配 当 
優先配当率 年率 8.0％ 

優先配当金 １株につき800,000円 

⑧ 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 

(2018 年５月 30 日現在） 

普通株式 40,918,762株 

⑨ 
募集（発行）後における 

発 行 済 株 式 総 数 

普通株式 40,918,762株 

Ａ種優先株式 250株 

⑩ そ の 他 

本優先株式は無議決権であり、本投資契約において、主要契約条件と

して、当社による金銭対価の取得条項行使、並びに割当予定先による

金銭対価又は当社普通株式対価の取得請求権行使に関する規定がござ

います。 

 

２．募集の目的及び理由 

（１）Ａ種優先株式の発行の目的 

当社グループは、“フードサービスから公共サービスまで提供可能な水平垂直統合型の企業構造”で

他社との差別化を図り、プレミアムブランド戦略による高品質・高付加価値のサービスを提供するとと

もに、より一層の「安心・安全」な管理体制の強化、グループ総合力を活かしたトータルアウトソーシ

ングによる営業拡大に努めてまいりました。 

一方、レストランカラオケ事業においては苦戦を強いられる中、当社は当該事業の改善をすべく、季

節毎の販促強化やゆったりランチの強化、諸経費のコスト削減や適切な人材配置による本部経費の削減

等に加え、2016年３月期より一部の不採算店舗を持分法適用会社に移行し集中改善を行い、不採算店

舗を売却や閉店することによる大幅な赤字縮小対策等で自助努力を継続して参りました。しかしながら、

一人カラオケ等消費者のニーズが大きく変化する市場環境の影響から、抜本的な改善には至らず2018

年３月期においても大きな赤字を計上することとなりました。今回、上記の自助努力の次の段階として、

同業他社と資本業務提携を締結し、お互いの持つ強みを共有することで、自助努力では成し得なかった

抜本的改善を目指すことを決定いたしました。そこで、2018年５月30日付「資本業務提携締結及び子

会社の異動（持分譲渡）に関するお知らせ」及び「資本業務提携締結に伴う債権譲渡に関するお知らせ」

に記載しておりますように、ＳＣ社の株式並びにＳＣ社及びＳＴＣ社に対して当社が保有する債権を株

式会社B&Vに譲渡することといたしました。 

当社では、上記レストランカラオケ事業におけるマーケットの変化といった企業を取り巻く環境の先

行きの不確実性を踏まえながらも、今後も当社がお客様に十分満足いただけるサービスを提供し続け、

かつ持続的成長を実現していくために、所要運転資金を従来通り金融機関からの借入で調達するだけで

はなく、本優先株式の発行によって調達の多様性を得ることで、自己資本を強化し、より高い水準の財

務基盤を確保することで、長期的な株主価値向上を目指すものであります。 

 

（２）Ａ種優先株式による資金調達を実施する理由 

当社は 2014 年３月期より業績が悪化しておりましたレストランカラオケ事業の改善をすべく、自助

努力を継続して参りました。季節毎の販促強化やゆったりランチの強化、本部経費の削減等に加え、

2016 年３月期より持分法適用会社にて不採算店舗を売却や閉店し、大幅な赤字縮小対策も実施致しま

したが、次の段階として、当社のグループ外の第三者との資本業務提携を締結し、お互いの持つ強みを

共有することで、自助努力では成し得なかった抜本的改善を目指すことを決定しました。そこで、2018

年５月 30 日付「資本業務提携締結及び子会社の異動（持分譲渡）に関するお知らせ」及び「資本業務

提携締結に伴う債権譲渡に関するお知らせ」に記載しておりますように、ＳＣ社の株式並びにＳＣ社及

びＳＴＣ社に対して当社が保有する債権を株式会社B&Vに譲渡することといたしました。本株式譲渡等
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により損失が発生し当社の純資産に大きく影響を与える事となりますが、Ａ種優先株式の発行により、

上記毀損分を補填することが可能となります。また、同時に、資金調達方法の多様化を図ることが可能

となります。 

後記（３）②のとおり、本投資契約により、普通株式を対価とする取得請求権の行使による当社普通

株式の希薄化は極力抑制されています。また、当社は、レストランカラオケ事業の再建による内部留保

資金の積み上げを行い、金銭を対価とする取得条項を用いてＡ種優先株式を取得することにより、普通

株式を対価とする取得請求権による希薄化が顕在化することを可能な限り回避することを目指しており

ます。さらに、Ａ種優先株式は、転換価額の修正に際して、修正後の転換価額の下限が一定に固定され

ていることから、仮に当社の株価が下落した場合であっても、普通株式を対価とする取得請求権により

一定以上の希薄化が生じることは抑制されています。これらの理由から、Ａ種優先株式の第三者割当を

行うことが、当社の現状、事業目的や経営方針にご理解をいただける投資家の投資による必要な資金の

調達を実現し、かつ、希薄化を可能な限り抑制できる、最適な資金調達方法であると判断いたしました。 

 

（３）Ａ種優先株式の概要 

 Ａ種優先株式には、金銭を対価とする取得請求権及び普通株式を対価とする取得請求権並びに金銭を

対価とする取得条項が付されております。また、Ａ種優先株式には株主総会における議決権が付与され

ておらず、その譲渡については、当社取締役会の承認を要します。 

 

① 金銭を対価とする取得請求権 

金銭を対価とする取得請求権については、Ａ種優先株式の発行要項上、Ａ種優先株主は、いつでも、金

銭を対価としてＡ種優先株式の全部又は一部を取得することを請求できることとなっておりますが、本

投資契約の規定により、以下の(a)ないし(f)のいずれか一つの事象が発生するまでは、割当予定先は、

Ａ種優先株式に付された金銭を対価とする取得請求権を行使することができません。 

 (a) 2023年６月29日の経過 

 (b) 当社の各事業年度末日の貸借対照表における剰余金の分配可能額が、当該事業年度末に取得条項

を行使した場合における強制償還価額の合計額以下になる場合 

 (c) 当社の 2019 年３月末日及びそれ以降の各事業年度末日の連結の損益計算書における営業利益が

２事業年度連続で赤字となる場合 

 (d) 発行日において、本投資契約に定める前提条件が成就していなかったことが発覚した場合（ただ

し、成就しない前提条件を割当予定先が全て書面により放棄した場合は除く。） 

 (e) 当社が本投資契約及びそれに関連する契約（本株式譲渡等に関する契約を含む。以下同じ。）に

違反した場合であって、割当予定先から契約違反の存在を指摘する書面による通知を受領した日

（同日を含む。）から起算して 30 日を経てもなお当該違反が治癒されない場合（ただし、当該違

反の治癒が客観的に不可能又は著しく困難な場合は、かかる治癒期間の経過を要しないものとす

る。） 

 (f) 当社が、本株式譲渡等に関する契約の条項に違反（当該契約上の表明及び保証違反を含む。）し

た場合であって、当該契約の相手方から、損害賠償請求その他の法的責任追及を受けた場合 

 Ａ種優先株主により金銭を対価とする取得請求権が行使された場合に交付される金銭の額は、取得請

求権の対象とされたＡ種優先株式の株式数に応じた基準価額（※１）とします。 

 

※１ 基準価額とは、以下の算式によって算出される金額をいいます。 

 

基準価額＝10,000,000円×(１＋0.08)
m＋n/365

－1株当たり控除価額（※２） 

（ただし、払込期日（同日を含む。）から取得請求日（同日を含む。）までの期間に属する日の日数
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を「m年と n日」とする。） 

 

※２ 控除価額とは、取得請求日（同日を含む。）までの間にＡ種優先株主に対して支払われた優先配当

（以下、「請求前支払済み優先配当金」といいます。）の支払毎に以下の算式によって算出される支

払毎の控除価額の合計額をいいます。 

 

支払毎の控除価額＝請求前支払済み優先配当金の金額×（１＋0.08）α＋β/365 

（ただし、取得請求前支払済み優先配当金の支払日（同日を含む。）から取得請求日（同日を含む。）

までの日数を「α年とβ日」とする。） 

 

② 普通株式を対価とする取得請求権 

普通株式を対価とする取得請求権については、Ａ種優先株式の発行要項上、Ａ種優先株主は、いつでも、

普通株式を対価としてＡ種優先株式の全部又は一部を取得することを請求できることとなっております

が、本投資契約の規定により、割当予定先が当社普通株式を対価とするＡ種優先株式の取得請求権を行

使できるのは、以下の(a)～(e)の場合を除き、発行日から５年以上後の 2023 年 12 月 29 日を経過した場

合に限定されております。 

 

 (a) 上記①の(b)又は(c)に基づき金銭を対価とする取得請求権の発生した日から0.5年間の経過 

 (b) 当社において各事業年度末を基準日とする金銭によるＡ種優先株式にかかる金銭による剰余金の

配当が、２事業年度を通じて一度も行われなかった場合 

 (c) 発行日において、本投資契約に定める前提条件が成就していなかったことが発覚した場合（ただ

し、成就しない前提条件を割当予定先が全て書面により放棄した場合は除く。） 

 (d) 当社が本投資契約及びそれに関連する契約に違反した場合であって、割当予定先から契約違反の

存在を指摘する書面による通知を受領した日（同日を含む。）から起算して 30 日を経てもなお当

該違反が治癒されない場合（ただし、当該違反の治癒が客観的に不可能又は著しく困難な場合は、

かかる治癒期間の経過を要しないものとする。） 

 (e) 当社が、本株式譲渡等に関する契約の条項に違反（当該契約上の表明及び保証違反を含む。）し

た場合であって、当該契約の相手方から、損害賠償請求その他の法的責任追及を受けた場合 

 

上記のとおり、本投資契約上、当社が割当予定先に対する配当を実施し、かつ当該契約上の義務を履行

している限り、割当予定先は原則として当社普通株式を対価とする取得請求権を行使することはできま

せん。また、上記のとおり、基本的には、普通株式を対価とする取得請求権に先立ち、金銭対価の取得

請求権への制約が外れることにより、割当予定先は主として金銭による償還を先行させることを想定し

ているため、割当予定先による当社普通株式を対価とする取得請求権の行使が認められるのは、極めて

例外的な場合に限定されると考えております。 

普通株式を対価とする取得請求権が行使された場合に交付される普通株式の数は、下記の金銭を対価と

する取得請求権が行使された場合に交付される基準価額を転換価額で除して算出される株式数とし、当

初転換価額は 435.1 円（本日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の

95％）となります。なお、転換価額は 2019 年３月 31 日及びそれ以降の毎年３月 31 日及び９月 30 日に、

その時の時価の 95％に修正されますが、修正の下限は当初転換価額の 50％（下限転換価額）となってお

ります。 

 

③ 金銭を対価とする取得条項 

 金銭を対価とする取得条項については、当社は、Ａ種優先株式の発行日以降、Ａ種優先株主の意思に
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関わらず、分配可能額を上限として、Ａ種優先株式の全部又は一部を、金銭を対価として、いつでも強

制的に取得することができます。 

 Ａ種優先株式に付された金銭を対価とする取得条項を当社が行使する場合にＡ種優先株主に対して交

付される金銭の額は、Ａ種優先株式１株につき基準価額とします（なお、この場合の基準価額及び控除

価額は、前記の計算式において「取得請求日」を「（強制償還日として）当社取締役会が別に定める日」

と読み替えたものになります。）。 

 

その他、Ａ種優先株式の詳細につきましては、別紙１「Ａ種優先株式発行要項」をご参照ください。 

 

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額 

① 払 込 金 額 の 総 額 2,500,000,000円  

② 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 40,000,000円  

③ 差 引 手 取 概 算 額 2,460,000,000円  

（注１）「発行諸費用の概算額」には消費税は含まれておりません。 

（注２）「発行諸費用の概算額」の主な内訳は、登記関連費用、ファイナンシャル・アドバイザリー・フィー及びリーガ

ル・アドバイザリー・フィーです。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

 具体的な使途 金 額 支出予定時期 

 所要運転資金 2,460,000,000円 
平成30年７月から平

成31年３月まで 

（注）調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方 

Ａ種優先株式の発行により調達する資金については、上記２．（１）のとおり、所要運転資金を従来通り金

融機関からの借入で調達するだけではなく、本優先株式の発行によって調達の多様性を得ることで、自己資本

を強化し、より高い水準の財務基盤を確保することで、長期的な株主価値向上を目指すものであります。 

 

５．発行条件等の合理性 

（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

当社は、Ａ種優先株式の発行条件の決定にあたっては、公正性を期すため、当社から独立した第三者評

価機関である山田コンサルティンググループ株式会社（以下、「山田コンサル」といいます。）に対して

Ａ種優先株式の価値分析を依頼した上で、山田コンサルより、Ａ種優先株式の算定報告書（以下、「本算

定報告書」といいます。）を取得しております。山田コンサルは、一定の前提（Ａ種優先株式の優先配当

金が毎期支払われること、金銭を対価とする取得請求（2023 年６月 29 日を経過した場合行使可能）、修

正された転換価額に基づく普通株式を対価とする取得請求（2023 年 12 月 29 日を経過した場合行使可能）

及びＡ種優先株式の継続保有のいずれか最も経済合理性のある行動を割当予定先がとること、当社普通

株式の株価及び株価変動率等）の下、一般的な価値算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーション

を用いてＡ種優先株式の価値分析を実施しております。本算定報告書においては、Ａ種優先株式の１株

当たりの価格は10,489,526円とされております。 

当社は、本算定報告書における前提条件及びその評価手続について不合理な点は特にないことを確認し

ており、払込金額の決定にあたっては、本算定報告書におけるＡ種優先株式の理論的価値である１株当

たり 10,489,526 円を参考にしておりますが、本算定報告書におけるＡ種優先株式の評価に留まらず、こ
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れに加えて、割当予定先との交渉の結果、Ａ種優先株式については金 10,000,000 円を、１株当たりの払

込金額とすることを決定しております。かかる払込金額は、本算定報告書における理論的価値から

4.67％ディスカウントした金額であるものの、割当予定先が負担することとなるクレジット・コスト等

に対するリターン及び諸条件を考慮し、また、当社の置かれた事業環境及び財務状況等を総合的に勘案

の上、合理的な水準であり当社としてはＡ種優先株式の発行条件及び払込金額は公正な水準であると判

断しております。 

なお、Ａ種優先株式の発行に係る当社取締役会決議に際して、当社監査役４名全員（うち社外監査役２

名）から、Ａ種優先株式の払込金額について、上記算定根拠を含め割当予定先に特に有利ではないと評

価できる旨の意見の表明を受けております。 

しかしながら、Ａ種優先株式は客観的な市場価格がなく、また種類株式の評価は非常に高度かつ複雑で

あり、その評価については様々な見解があり得ることから、会社法上、Ａ種優先株式の払込金額が割当

予定先に特に有利な金額であると判断される可能性も完全には否定できないため、株主の皆様の意思を

確認することが適切であると考え、念のため、Ａ種優先株式については、本定時株主総会において、会

社法 199 条２項に基づく特別決議によるご承認をいただく予定であり、この点について当社監査役４名

全員も同意しております。 

なお、Ａ種優先株式の当初転換価額は435.1円（本日の前営業日の東証における当社普通株式の普通取

引の終値の 95%）となります。Ａ種優先株式の転換価額は、2019 年３月 31 日及びそれ以降の毎年３月 31

日及び９月 30 日における時価（転換価額修正日に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日の東証における

当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とし、

その計算は円単位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）の 95％に相当する金額

に修正されますが、修正の下限は当初転換価額の50％となっております。 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

当社は、Ａ種優先株式を 250 株発行することにより、総額 25 億円を調達いたしますが、上記４．に記

載のとおり資金使途には合理性があるものと判断しており、Ａ種優先株式の発行数量も合理的であると

判断しております。 

Ａ種優先株式については、株主総会における議決権はありませんが、Ａ種優先株式の株主による普通株

式を対価とする取得請求権の行使により、既存株主の皆様に対し希薄化の影響が生じる可能性がありま

す。仮にＡ種優先株式の発行日時点においてＡ種優先株式の全部について当初転換価額で普通株式を対

価とする取得請求権が行使されたとすれば、Ａ種優先株式発行前の発行済株式数の 14.04％（Ａ種優先株

式発行前の発行済普通株式にかかる議決権数に対する、当該転換により交付される当社普通株式にかか

る議決権数の比率は 14.75％）の当社普通株式が、下限転換価額でＡ種優先株式の全部について普通株式

を対価とする取得請求権が行使されたとすれば、Ａ種優先株式発行前の発行済株式数の 28.09％（Ａ種優

先株式発行前の発行済普通株式にかかる議決権数に対する、当該転換により交付される当社普通株式に

かかる議決権数の比率は 29.51％）の当社普通株式が交付されます。ただし、Ａ種優先配当に未払いの金

額が存在する場合、当該未払い優先配当額の全てに応じた金額が加算された基準価額により交付する当

社普通株式の数が決定されるため、未払いのＡ種優先配当額が増加すればそれに応じて発行される当社

普通株式の数も増加することになります。仮に１事業年度のＡ種優先配当額２億円が基準価額に加算さ

れたとした場合、上記株式数に加え、当初転換価額の場合はＡ種優先株式発行前の発行済株式数の

1.12％（Ａ種優先株式発行前の発行済普通株式にかかる議決権数に対する、当該転換により交付される

当社普通株式にかかる議決権数の比率は 1.18％）、下限転換価額の場合はＡ種優先株式発行前の発行済株

式数の 2.25％（Ａ種優先株式発行前の発行済普通株式にかかる議決権数に対する、当該転換により交付

される当社普通株式にかかる議決権数の比率は2.36％）の当社普通株式が交付されることとなります。 

このように、Ａ種優先株式の株主による取得請求権の行使により当社の普通株式が交付された場合には、
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株式の希薄化が生じることとなりますが、 

 ① Ａ種優先株式の発行は、上記２．（１）のとおり、所要運転資金を従来通り金融機関からの借入

で調達するだけではなく、本優先株式の発行によって調達の多様性を得ることで、自己資本を強

化し、より高い水準の財務基盤を確保することで、長期的な株主価値向上に資すると判断できる

こと、及び 

 ② Ａ種優先株式は、将来の取得請求権行使による当社普通株式の増加（希薄化）を極力抑制するた

めに、(a)割当予定先が当社普通株式を対価とするＡ種優先株式の取得請求権を行使できるのは、

前記２（３）②の(a)～(e)の場合を除き、発行日から５年以上後の 2023 年 12 月 29 日を経過した

場合に限定されること、(b)当初転換価額の修正について６か月に１回の頻度とするとともに、

適切な修正の下限を設定すること、(c)当社はその分配可能額に応じてＡ種優先株式を当社の選

択により取得することが可能となっており、この場合には取得したＡ種優先株式を消却すること

により当該Ａ種優先株式に関して交付されうる普通株式が交付されないこと、(d)法令に定めが

ある場合を除きＡ種優先株式に議決権が付されていないこと等の措置が講じられており、当社普

通株式の希薄化を一定程度防止することが可能な設計となっていること 

等により、Ａ種優先株式の発行は、当社の普通株主の皆様にとっても合理的であると判断しております。 

なお、今回の第三者割当によるＡ種優先株式の発行は、これによる希薄化率が 25％以上となる可能性

がありますが、上記（１）のＡ種優先株式の発行についての本定時株主総会において特別決議による承

認をもって、東証の定める有価証券上場規定第 432 条に定める株主の意思確認手段を兼ねることとする

予定です。 

 

６．割当予定先の選定理由等 

（１）割当予定先の概要 

ａ. 名 称 UDSコーポレート・メザニン４号投資事業有限責任組合 

ｂ. 所 在 地 東京都千代田区大手町一丁目９番６号 

ｃ. 設 立 根 拠 等 投資事業有限責任組合契約に関する法律 

ｄ. 組 成 目 的 有価証券の取得等 

ｅ. 組 成 日 2017年２月１日 

f. 
出 資 者 の 概 要 

（※１） 

1. 株式会社日本政策投資銀行 

代表取締役 柳 正憲 

東京都千代田区大手町一丁目９番６号  

2. 株式会社三井住友銀行 

頭取 CEO 髙島 誠 

東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 

3. 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 

代表取締役社長 橘 正喜 

東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 

g. 業務執行組合員の概要 
名 称 

有限会社DBJコーポレート・メザニン・パートナーズ

（有限会社DBJ コーポレート・メザニン・パートナー

ズは、株式会社日本政策投資銀行の連結子会社であ

り、メザニンファンドの運営・管理を主な事業として

行っております） 

所 在 地 東京都千代田区大手町一丁目９番６号 
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代 表 者 の 

役職・氏名 取締役 本野雅彦 

事 業 内 容 有価証券の取得及び保有等 

資 本 金 300万円 

名 称 株式会社日本政策投資銀行 

所 在 地 東京都千代田区大手町一丁目９番６号 

代 表 者 の 

役職・氏名 
代表取締役社長 柳 正憲 

事 業 内 容 金融保険業 

資 本 金 １兆４億2,400万円 

h. 国 内 代 理 人 の 概 要 該当事項はありません。 

i. 

上 場 会 社 と 当 該 

ファンド、業務執行組

合員及び出資者との間

の 関 係 

上場会社と 

当該ファンド 

との間の関係 
資本関係、取引関係及び人的関係はありません。 

上場会社と業

務執行組合員

との間の関係 
資本関係、取引関係及び人的関係はありません。 

上場会社と出

資者との間の

関 係 

株 式 会 社

日 本 政 策

投資銀行 

資本関係、取引関係及び人的関係はあ

りません。 

株 式 会 社

三 井 住 友

銀行 

銀行借り入れの金融取引があります

が、資本関係及び人的関係はありませ

ん。 

三 井 住 友

フ ァ イ ナ

ン ス ＆

リ ー ス 株

式会社 

リースによる金融取引がありますが、

資本関係及び人的関係はありません。 

 

ａ. 名 称 ブルーパートナーズ第二号投資事業有限責任組合 

ｂ. 所 在 地 東京都千代田区大手町一丁目９番６号 

ｃ. 設 立 根 拠 等 投資事業有限責任組合契約に関する法律 

ｄ. 組 成 目 的 有価証券の取得等 

ｅ. 組 成 日 2015年 10月 15日 

f. 
出 資 者 の 概 要 

（※１） 

1. 株式会社日本政策投資銀行 

代表取締役 柳 正憲 

東京都千代田区大手町一丁目９番６号  

2. 株式会社みずほ銀行 

取締役頭取 藤原 弘治 

東京都千代田区大手町一丁目５番５号 
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g. 業務執行組合員の概要 

名 称 ブルーパートナーズ株式会社 

所 在 地 東京都千代田区大手町一丁目９番６号 

代 表 者 の 

役職・氏名 代表取締役 笠原 洋輔 

事 業 内 容 有価証券の取得及び保有等 

資 本 金 300万円 

名 称 株式会社日本政策投資銀行 

所 在 地 東京都千代田区大手町一丁目９番６号 

代 表 者 の 

役職・氏名 
代表取締役社長 柳 正憲 

事 業 内 容 金融保険業 

資 本 金 １兆４億2,400万円 

h. 国 内 代 理 人 の 概 要 該当事項はありません。 

i. 

上 場 会 社 と 当 該 

ファンド、業務執行組

合員及び出資者との間

の 関 係 

上場会社と 

当該ファンド 

との間の関係 
資本関係、取引関係及び人的関係はありません。 

上場会社と業

務執行組合員

との間の関係 
資本関係、取引関係及び人的関係はありません。 

上場会社と出

資者との間の

関 係 

株式会社

日本政策

投資銀行 

資本関係、取引関係及び人的関係はあ

りません。 

株式会社

みずほ銀

行 

銀行借り入れの金融取引があります

が、資本関係及び人的関係はありませ

ん。 

 

※１出資額の総額及び出資比率については、割当予定先から開示を受けられていないため、記載しておりませ

ん。 

※２当社は、割当予定先の出資者である株式会社日本政策投資銀行、株式会社三井住友銀行、三井住友ファイ

ナンス＆リース株式会社及び株式会社みずほ銀行の各有価証券報告書に記載されている会社の沿革、役員、主

要株主及び内部統制システムの整備状況等を確認し、割当予定先の出資者、割当予定先の出資者の役員若しく

は子会社又は割当予定先の出資者の主要株主(以下、「各関係者」といいます。)が反社会的勢力とは関係がな

いものと判断しております。また、割当予定先であるUDSコーポレート・メザニン4号投資事業有限責任組合

及びブルーパートナーズ第二号投資事業有限責任組合については、代表者に対する面談等を通じ、各関係者が

暴力団等とは一切関係がないことを確認しており、その旨の確認書を東証に提出しております。 

 

（２）割当予定先を選定した理由 

当社は、財務バランスの改善のため主要取引銀行からいろいろな提案を受け検討した結果、当社グルー

プの事業内容及び将来性を高くご評価いただいている株式会社日本政策投資銀行が無限責任組合員であ

る UDS コーポレート・メザニン４号投資事業有限責任組合及びブルーパートナーズ第二号投資事業有限

責任組合を割当予定先として選定しました。 
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なお、当社と割当予定先との間では、当社に対する出資におけるＡ種優先株式に関する事項について、

以下の内容を含む株式投資契約を締結しております。 

    

① 当社の遵守事項 

当社は、割当予定先がＡ種優先株式又はこれに付された普通株式を対価とする取得請求権の行使によ

り取得した当社普通株式を保有している期間に限り、割当予定先の事前の承諾なく、次の行為等をして

はならない（ただし、割当予定先は当該承諾を不合理に留保しない）こととされる予定です。 

・会社法及び定款上、当社の株主総会における特別決議が必要とされている事項 

・本投資契約締結日現在、自ら行っている事業の全部又は重要な一部の中止、廃止、重要な不動産の

譲渡又は譲受け、事業全部の賃貸、事業全部の経営の委任、子会社若しくは関連会社に係る株式の

取得又は売却（子会社又は関連会社の範囲の変更を伴うものに限る。ただし、本株式譲渡等に関す

る契約に基づくものを除く。）、重要な知的所有権又はライセンスの売却、処分又は放棄 

・定款の変更（ただし、本定款変更等を除く。） 

・取締役会規定又は株式取扱規程重要な変更 

・合併、会社分割、事業の譲渡、事業の譲受け、株式交換、株式移転、組織変更その他の組織再編行

為に関する一切の行為 

・解散 

・倒産手続開始の申出又は申立て 

・割当予定先以外の第三者に対する募集株式、募集新株予約権、募集新株予約権付き社債の発行又は

株式、新株予約権若しくは新株予約権付き社債を取得できる権利の付与 

・株式の分割、株式の併合又は株式無償割当て 

・自己株式又は自己新株予約権の取得、処分又は消却（取得条項付株式の取得を含む。ただし、Ａ種

優先株式の取得条項又は取得請求権の行使に基づくＡ種優先株式の取得及び当該株式の消却、新株

予約権の行使に対応する自己株式の処分及び単元未満株式の買取請求に基づく自己株式の取得を除

く。） 

・新株予約権の目的である株式数又は行使価額の調整 

・単元株式数の変更 

・普通株式を保有する株主に対する剰余金の配当（期末日において「優先株式・普通株式配当後の剰

余金分配可能額＞基準価額」となるような配当を除く。） 

・資本金又は資本準備金若しくは利益準備金の額の減少（ただし、払込の前提条件に定める資本金及

び資本準備金の額の減少を除く。） 

・会社法第450 条に定める資本金の額の増加 

・会社法第451 条に定める準備金の額の増加 

・代表取締役の変更 

・各連結会計期間の累計が下記金額を超える固定資産の取得（固定資産の取得には、有形固定資産、

無形固定資産及び投資その他の資産の取得、ファイナンス・リース契約の締結（会計上資産計上さ

れているか否かを問わない。）を含み、長期前払費用及び繰延税金資産の計上は除く。当社の子会

社又は関連会社に対する貸付のうち、本契約締結日時点で既になされた貸付（以下、「既存貸付」

という。）について当該既存貸付に係る金額の範囲内で貸し換えをする場合を除く。ファイナン

ス・リース契約については、会計上資産計上する場合においては固定資産計上額、賃貸借処理する

場合においてはリース料総額をもって資産の取得額とする。） 

2019 年 3 月期：4,500百万円 

2020 年 3 月期及びそれ以降：1,000百万円 

・債務保証又は債務引受けによる債務負担行為（連結子会社に対するものは除く） 
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・新たなスワップ取引、オプション取引その他のデリバティブ取引（ただし、実需に基づくもので、

かつ、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準委員会企業会計基準第 10 号）におけるヘッジ

会計の要件に該当するものを除く。） 

・当社又は第三者の負担する債務に対し担保提供を行う場合（ただし、担保権の設定された資

産を新たに取得する場合（合併、会社分割又は事業譲渡に伴い既に担保権が設定された資産

を取得する場合を含む。）、及び資産取得を目的とする借入金（その借換えに係る借入金を含

む。）につき当該取得資産を提供する場合を除く。） 

・本優先株式の経済的価値又は当社の支払能力に悪影響を及ぼし得る行為 

また、当社は、割当予定先に対して、事業計画・連結決算書類等の情報開示を行うこと等を割当予定先

に誓約しています。 

 

② 金銭を対価とする取得請求権の行使制限 

 Ａ種優先株式の発行要項では、いつでも、金銭を対価としてＡ種優先株式の全部又は一部を取得する

ことを請求できることとなっておりますが、本投資契約の規定により、以下の(a)ないし(f)のいずれか

一つの事象が発生するまでは、割当予定先は、Ａ種優先株式に付された金銭を対価とする取得請求権を

行使することができません。 

 (a) 2023年６月29日の経過 

 (b) 当社の各事業年度末日の貸借対照表における剰余金の分配可能額が、当該事業年度末に取得条項

を行使した場合における強制償還価額の合計額以下になる場合 

 (c) 当社の 2019 年３月末日及びそれ以降の各事業年度末日の連結の損益計算書における営業利益が

２事業年度連続で赤字となる場合 

 (d) 発行日において、本投資契約に定める前提条件が成就していなかったことが発覚した場合（ただ

し、成就しない前提条件を割当予定先が全て書面により放棄した場合は除く。） 

 (e) 当社が本投資契約及びそれに関連する契約に違反した場合であって、割当予定先から契約違反の

存在を指摘する書面による通知を受領した日（同日を含む。）から起算して 30 日を経てもなお当

該違反が治癒されない場合（ただし、当該違反の治癒が客観的に不可能又は著しく困難な場合は、

かかる治癒期間の経過を要しないものとする。） 

 (f) 当社が、本株式譲渡等に関する契約の条項に違反（当該契約上の表明及び保証違反を含む。）し

た場合であって、当該契約の相手方から、損害賠償請求その他の法的責任追及を受けた場合 

 

③ 普通株式を対価とする取得請求権の行使制限 

 Ａ種優先株式の発行要項上は、いつでも、普通株式を対価としてＡ種優先株式の全部又は一部を取得

することを請求できることとなっておりますが、本投資契約の規定により、以下の(a)ないし(f)のいず

れか一つの事象が発生するまでは、割当予定先は、Ａ種優先株式に付された普通株式を対価とする取得

請求権を行使することができないことが想定されております。 

 (a) 上記②の(b)又は(c)に基づき金銭を対価とする取得請求権の発生した日から0.5年間の経過 

 (b) 2023年 12月29日の経過 

 (c) 当社において各事業年度末を基準日とする金銭によるＡ種優先株式にかかる金銭による剰余金の

配当が、２事業年度を通じて一度も行われなかった場合 

 (d) 発行日において、本投資契約に定める前提条件が成就していなかったことが発覚した場合（ただ

し、成就しない前提条件を割当予定先が全て書面により放棄した場合は除く。） 

 (e) 当社が本投資契約及びそれに関連する契約に違反した場合であって、割当予定先から契約違反の

存在を指摘する書面による通知を受領した日（同日を含む。）から起算して 30 日を経てもなお当

該違反が治癒されない場合（ただし、当該違反の治癒が客観的に不可能又は著しく困難な場合は、
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かかる治癒期間の経過を要しないものとする。） 

 (f) 当社が、本株式譲渡等に関する契約の条項に違反（当該契約上の表明及び保証違反を含む。）し

た場合であって、当該契約の相手方から、損害賠償請求その他の法的責任追及を受けた場合 

 普通株式を対価とする取得請求権が行使された場合に交付される普通株式の数は、基準価額を転換価

額で除して算出される株式数とし、当初転換価額は 435.1 円となります。なお、転換価額は 2019 年３月

31 日及びそれ以降の６ヶ月毎に、その時の時価の 95％に修正されますが、修正の下限は当初転換価額の

50％です。 

 

④ 払込義務の前提条件 

本定時株主総会における本定款変更に係る議案及びＡ種優先株式の発行に係る議案並びに本減資等に

係る議案が承認されていること、本株式譲渡等に関する契約の締結及び実行等が、割当予定先によるＡ

種優先株式に係る払込義務の履行の前提条件となっております。 

 

（３）割当予定先の保有方針 

当社は、割当予定先から、当面はＡ種優先株式を保有しつつ、将来の保有方針については状況に応じて

当社と協議しながら判断していく方針である旨の説明を受けております。 

Ａ種優先株式については、本投資契約において、割当予定先が当社普通株式を対価とするＡ種優先株式

の取得請求権を行使できるのは、前記２（３）②の(a)～(e)の場合を除き、発行日から５年以上後の 2023

年 12 月 29 日を経過した場合に限定される旨の合意がなされています（詳細は２．（３）②をご参照くだ

さい。）。なお、譲渡によるＡ種優先株式の取得については、当社取締役会の承認を要します。また、当

社は割当予定先が払込期日から２年間において、割当株式であるＡ種優先株式又はＡ種優先株式の取得

と引き換えに交付される当社普通株式の全部又は一部を譲渡した場合には、譲渡を受けた者の氏名及び

住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等の内容を直ちに書面にて当社へ報告

すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆縦覧に供

されることに同意することにつき、割当予定先から払込期日までに確約書を得る予定であります。 

 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

割当予定先から払込期日までに払込みに要する資金の準備が完了できる旨の報告を得ており、さらに割

当予定先の出資者の有価証券報告書を確認するなどし、払込期日までに割当予定株式を引き受けるのに

十分な資金を確保できるものと判断しております。 

 

７．募集後の大株主及び持株比率 

（１）普通株式 

Ａ種優先株式による潜在株式数につきましては、現時点において合理的に見積もることが困難なことから、

Ａ種優先株式募集後の普通株式の大株主及び持株比率の算出にあたっては計算に含めておりません。 
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募集前（2018年３月31日現在） 募 集 後 

志太ホールディングス株式会社 29.37％ 同左 

株式会社シダ・セーフティ・サービス 4.34％ 

志太 勤一 3.00％ 

志太 勤 2.94％ 

国分グループ本社株式会社 2.05％ 

エスディーアイ株式会社 2.00％ 

志太 正次朗 1.48％ 

ブラザー工業株式会社 1.22％ 

志太 富路 0.93％ 

ユーシーシーフーヅ株式会社 0.91％ 

（注）上表における持株比率は、2018年３月31日現在の株主名簿に基づき、小数点以下第三位を四捨五入して算出してお

ります。 

 

（２）Ａ種優先株式 

募集前（2018年７月18日現在） 募 集 後 

該当なし 

 UDSコーポレート・メザニン４号投資事

業有限責任組合 
66.00％ 

ブルーパートナーズ第二号投資事業有限

責任組合 
34.00％ 

 

８．今後の見通し 

Ａ種優先株式の発行により、当社の財務体質の安定化を図ります。Ａ種優先株式の発行を含めた本取引が当

社の業績に与える影響につきましては、現在精査中であるため、確定し次第、速やかにお知らせいたします。 

 

９．企業行動規範上の手続きに関する事項 

前記５．（２）のとおり、Ａ種優先株式の発行は、支配株主の異動を伴うものではないものの、これによる

希薄化率は 25％以上となる可能性があります。そのため、前記５．（１）のＡ種優先株式の発行についての本

定時株主総会において特別決議による承認をもって、東証の定める有価証券上場規定第432条に定める株主の

意思確認手段を兼ねることとする予定です。 

 

10．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近３年間の業績（連結） 

 2016年３月期 2017年３月期 2018年３月期 

連 結 売 上 高 159,707百万円 148,433百万円 142,890百万円 

連 結 営 業 利 益 △771百万円 △1,269百万円 1,169百万円 

連 結 経 常 利 益 △1,089百万円 △2,966百万円 △1,387百万円 

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 

当 期 純 利 益 
△7,120百万円 △3,220百万円 △1,396百万円 

１株当たり連結当期純利益 △182.66円 △82.61円 △35.84円 

１ 株 当 た り 配 当 金 15円 15円 15円 

１ 株 当 た り 連 結 純 資 産 293.63円 189.95円 125.63円 
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（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2018年５月30日現在） 

 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 40､918､762株 100.00％ 

現時点の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数 
－ － 

下限値の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数 
－ － 

上限値の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数 
－ － 

 

 

（３）最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 2016年３月期 2017年３月期 2018年３月期 

始  値 542円 503円 435円 

高  値 554円 506円 525円 

安  値 480円 401円 411円 

終  値 505円 434円 480円 

 

② 最近６か月間の状況 

 
2017年 

12月 

2018年 

１月 
２月 ３月 ４月 ５月 

始  値 450円 460円 494円 519円 478円 488円 

高  値 459円 509円 525円 525円 492円 498円 

安  値 448円 458円 472円 471円 468円 446円 

終  値 459円 496円 519円 480円 488円 458円 

(注) １．各株価は、東京証券取引所 JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。 

２．2018年５月の株価については、2018年５月29日現在で表示しております。 

 

③ 発行決議日前営業日における株価 

 2018年５月29日 

始  値 457円 

高  値 458円 

安  値 456円 

終  値 458円 

 

（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

該当事項はありません。 

 

11．Ａ種優先株式の発行日程 

2018年５月30日（水） Ａ種優先株式の発行に係る取締役会決議日 

2018年６月28日（木） 本定時株主総会決議（予定） 

2018年７月19日（木） 払込期日（予定） 
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12．発行要項 

別紙１「Ａ種優先株式発行要項」をご参照ください。 
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Ⅱ．定款の一部変更について 

 

１．定款変更の目的 

①上記「Ⅰ．第三者割当による本優先株式の発行」に記載した本優先株式の発行を可能とするために、

本優先株式に関する定款規定を新設するとともに、併せてその他の文言の修正及び追加等を行うものです。 

 

２．定款変更の内容 

別紙２「定款変更案」のとおりです。なお、本定款変更については、2018 年５月 24 日付「定款の一部

変更に関するお知らせ」で別途お知らせしました定款の一部変更の内容と同一の議案にて、本定時株主

総会にて株主の皆様にお諮りする予定であり、別紙２には既にお知らせしました定款の一部変更の内容

も含めて記載しております。 

 

３．定款変更の日程 

2018年５月30日（水） 取締役会決議日 

2018年６月28日（木） 本定時株主総会決議日（予定） 

2018年６月28日（木） 効力発生日（予定） 
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Ⅲ．資本金の額及び資本準備金の額の減少について 

 

１．資本金の額及び資本準備金の額の減少の目的 

配当原資（分配可能額）の準備その他今後の柔軟かつ機動的な資本政策に備えるため、本減資等を行う

ことといたしました。なお、本減資等については、本優先株式の発行の効力が生じることを条件といたしま

す。 

 

２．資本金の額及び資本準備金の額の減少の要領  

（１）減少すべき資本金の額 

1,250,000,000円 

なお、同時に行う本優先株式の発行により資本金が 12.5 億円増加いたしますので、効力発生日後の資

本金の額が効力発生日前の資本金の額を下回ることはありません。 

 

（２）減少すべき資本準備金の額 

1,250,000,000円 

なお、同時に行う本優先株式の発行により資本準備金が 12.5 億円増加いたしますので、効力発生日後

の資本準備金の額が効力発生日前の資本準備金の額を下回ることはありません。 

 

（３）資本金の額及び資本準備金の額の減少の方法 

会社法第 447 条第３項及び会社法第 448 条第３項の規定に基づき本優先株式の発行と同時に資本金の額

及び資本準備金の額の減少を上記のとおり行った上で、それぞれの全額をその他資本剰余金に振り替えます。 

 

（４）資本金の額及び資本準備金の額の減少の日程 

2018年５月30日（水） 取締役会決議日 

2018年６月15日（金） 債権者異議申述催告公告日（予定） 

2018年７月18日（水） 債権者異議申述最終期日（予定） 

2018年７月19日（木） 効力発生日（予定） 

 

４．今後の見通し 

本減資等が、当社の業績に直接与える影響はありません。 

以 上 
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別紙１ Ａ種優先株式発行要項 

 

 

第１回Ａ種優先株式発行要項 

 

1. 募集株式の種類 シダックス株式会社 第１回Ａ種優先株式 

2. 募集株式の数 250株 

3. 払込金額 １株につき10,000,000円 

4. 払込金額の総額 2,500,000,000円 

5. 増加する資本金の額 1,250,000,000円（１株につき5,000,000円） 

6. 増加する資本準備金の額 1,250,000,000円（１株につき5,000,000円） 

7. 払込期日 2018年７月19日又は株主総会で別途定める日 

8. 割当先／株式数 UDSコーポレート・メザニン４号投資事業有限責任組合に165株、ブルーパー

トナーズ第二号投資事業有限責任組合に85株を、それぞれ割り当てる。 

第1回Ａ種優先株式の内容 

9. 剰余金の配当 

 (1) 期末配当の基準日 当会社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された第１回Ａ

種優先株式を有する株主（以下、「第１回Ａ種優先株主」という。）又は第１

回Ａ種優先株式の登録株式質権者（以下、「第１回Ａ種優先登録株式質権者」

という。）に対して、金銭による剰余金の配当（期末配当）をすることができ

る。 

 (2) 期中配当 当会社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に

記載又は記録された第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者

に対し金銭による剰余金の配当（期中配当）をすることができる。 

 (3) 優先配当金 当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うと

きは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第１回Ａ種優先株

主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に対して、当該基準日の最終の株主名

簿に記載又は記録された普通株式を有する株主（以下、「普通株主」とい

う。）又は普通株式の登録株式質権者（以下、「普通登録株式質権者」とい

う。）に先立ち、第１回Ａ種優先株式１株につき、下記9.(4)に定める額の配

当金（以下、「優先配当金」という。）を金銭にて支払う。ただし、当該剰余

金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準

日以前である日を基準日として第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録

株式質権者に対し剰余金を配当したとき（以下、当該配当金を「期中優先配

当金」という。）は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当

の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当会社が第１回Ａ

種優先株式を取得した場合、当該第１回Ａ種優先株式につき当該基準日に係

る剰余金の配当を行うことを要しない。 

 (4) 優先配当金の額 優先配当金の額は、第１回Ａ種優先株式１株につき、以下の算式に基づき計

算される額とする。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第３位まで

計算し、その小数第３位を四捨五入する。 

第１回Ａ種優先株式１株当たりの優先配当金の額は、第１回Ａ種優先株式の

１株当たりの払込金額に年率8.0％を乗じて算出した金額について、当該剰余

金の配当の基準日の属する事業年度の初日（ただし、当該剰余金の配当の基
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準日が2019年３月31日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日）（同日

を含む。）から当該剰余金の配当の基準日（同日を含む。）までの期間の実日

数につき、１年を365日として日割計算により算出される金額とする。  

 (5) 累積条項 ある事業年度に属する日を基準日として第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種

優先登録株式質権者に対して行われた１株当たりの剰余金の配当の総額(以下

に定める累積未払優先配当金の配当を除く。)が、当該事業年度の末日を基準

日として計算した場合の優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌

事業年度以降に累積する。累積した不足額（以下、「累積未払優先配当金」と

いう。）については、当該翌事業年度以降、優先配当金並びに普通株主及び普

通登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立ち、第１回Ａ種優先株主又は

第１回Ａ種優先登録株式質権者に対して配当する。 

 (6) 非参加条項 当会社は、第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に対し

て、上記9.(4)に定める優先配当金及び累積未払優先配当金の合計額を超えて

剰余金の配当を行わない。 

10. 残余財産の分配  

 (1) 残余財産の分配 当会社は、残余財産を分配するときは、第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種

優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立っ

て、第１回Ａ種優先株式１株当たり、下記10.(2)に定める金額を支払う。 

 (2) 残余財産分配額 

 ①基本残余財産分配額 第１回Ａ種優先株式１株当たりの残余財産分配額は、下記 12.(2)①に定める

基本償還価額算式（ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は

「残余財産分配日」（残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。）と読

み替えて適用する。）によって計算される基本償還価額相当額（以下、「基本

残余財産分配額」という。）とする。 

  ②控除価額 上記 10.(2)①にかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた優先配当

金（残余財産分配日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先

配当金を含み、以下、「解散前支払済優先配当金」という。）が存する場合に

は、第１回Ａ種優先株式１株当たりの残余財産分配額は、下記 12.(2)②に定

める控除価額算式（ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求

前支払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済優先配

当金」と読み替えて適用する。）に従って計算される控除価額を、上記 10.(2)

①に定める基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、解散前支払済

優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当

金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記 10.(2)①に定める

基本残余財産分配額から控除する。 

 (3) 非参加条項 第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に対しては、上記の

ほか残余財産の分配を行わない。 

11. 議決権 第１回Ａ種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会にお

いて、議決権を有しない。 

12. 金銭を対価とする取得請求権（償還請求権） 

 (1) 償還請求権の内容 第１回Ａ種優先株主は、いつでも、当会社に対して金銭を対価として第１回

Ａ種優先株式を取得することを請求（以下、「償還請求」という。）すること

ができる。この場合、当会社は、第１回Ａ種優先株式１株を取得するのと引

換えに、当該償還請求の日（以下、「償還請求日」という。）における会社法

第461条第２項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効

力が生じる日に、当該第１回Ａ種優先株主に対して、下記12.(2)に定める金
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額（以下、「償還価額」という。）の金銭を交付する。なお、償還請求日にお

ける分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべき第１回Ａ種優

先株式の数は、償還請求が行われた第１回Ａ種優先株式の数に応じて比例按

分した数とする。 

 (2) 償還価額 

 ①基本償還価額 第１回Ａ種優先株式１株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算され

る額（以下、「基本償還価額」という。）とする。 

（基本償還価額算式） 

基本償還価額＝10,000,000円×(１＋0.08) m+n/365 

払込期日（同日を含む。）から償還請求日（同日を含む。）までの期間に属す

る日の日数を「m年と n日」とする。 

②控除価額 上記 12.(2)①にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金

（償還請求日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金

を含み、以下、「償還請求前支払済優先配当金」という。）が存する場合に

は、第１回Ａ種優先株式１株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算さ

れる価額を上記 12.(2)①に定める基本償還価額から控除した額とする。な

お、償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、

償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計

額を上記 12.(2)①に定める基本償還価額から控除する。 

（控除価額算式） 

控除価額＝償還請求前支払済優先配当金×(１＋0.08) x+y/365 

償還請求前支払済優先配当金の支払日（同日を含む。）から償還請求日（同日

を含む。）までの期間に属する日の日数を「x年と y日」とする。 

 (3) 償還請求受付場所 東京都調布市調布ケ丘三丁目 6番地3 

シダックス株式会社 

 (4) 償還請求の効力発生 償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生す

る。 

13. 金銭を対価とする取得条項（強制償還） 

 (1) 強制償還の内容 当会社は、いつでも、当会社の取締役会が別に定める日（以下、「強制償還

日」という。）の到来をもって、第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録

株式質権者の意思にかかわらず、当会社が第１回Ａ種優先株式の全部又は一

部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、第１

回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に対して、下記 13.(2)に

定める金額の金銭を交付することができる（以下、この規定による第１回Ａ

種優先株式の取得を「強制償還」という。）。なお、第１回Ａ種優先株式の一

部を取得するときは、各第１回Ａ種優先株主から取得する第１回Ａ種優先株

式の数は、強制償還日における各第１回Ａ種優先株主が保有する第１回Ａ種

優先株式の数に応じて比例按分した数とする。 

 (2) 強制償還価額  

 ①基本強制償還価額 第１回Ａ種優先株式１株当たりの強制償還価額は、上記 12.(2)①に定める基

本償還価額算式（ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「強

制償還日」と読み替えて適用する。）によって計算される基本償還価額相当額

（以下、「基本強制償還価額」という。）とする。 
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②控除価額 上記 13.(2)①にかかわらず、強制償還日までの間に支払われた優先配当金

（強制償還日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金

を含み、以下、「強制償還前支払済優先配当金」という。）が存する場合に

は、第１回Ａ種優先株式１株当たりの強制償還価額は、上記 12.(2)②に定め

る控除価額算式（ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前

支払済優先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当

金」と読み替えて適用する。）に従って計算される控除価額を、上記 13.(2)①

に定める基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済

優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先

配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記 13.(2)①に定

める基本強制償還価額から控除する。 

14. 普通株式を対価とする取得請求権（転換請求権） 

 (1) 転換請求権の内容 第１回Ａ種優先株主は、いつでも、法令上可能な範囲内で、当会社が第１回

Ａ種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、下記 14.(2)に定める

算定方法により算出される数の当会社の普通株式を第１回Ａ種優先株主に対

して交付することを請求（以下、「転換請求」といい、転換請求がなされた日

を「転換請求日」という。）することができる。なお、下記 14.(2)の算定方法

に従い、第１回Ａ種優先株主に交付される普通株式数を算出した場合におい

て、１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。当会社は、当該端数

の切捨てに際し、当該転換請求を行った第１回Ａ種優先株主に対し会社法第

167条第３項に定める金銭を交付することを要しない。 

 (2) 転換請求により交付

する普通株式数の算定

方法 

 

①当会社が第１回Ａ種優先株主に対し対価として交付する普通株式の数は、

以下に定める算定方法により算出する。ただし、小数点以下の切り捨ては

最後に行い、第１回Ａ種優先株主に対して交付することとなる普通株式の

数に１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、金銭による調整は行

わない。 

 

（算式） 

第１回Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の数 

＝第１回Ａ種優先株主が取得を請求した第１回Ａ種優先株式の数 

×上記12.(2)①に定める基本償還価額相当額から上記12.(2)②に定める控除

価額相当額を控除した金額（ただし、基本償還価額相当額及び控除価額相当

額は、基本償還価額算式及び控除価額算式における「償還請求日」を「転換

請求日」と、「償還請求前支払済優先配当金」を「転換請求前支払済優先配

当金」（転換請求日までの間に支払われた優先配当金（転換請求日までの間

に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含む。）の支払金額

をいう。）と読み替えて算出される。） 

÷転換価額  

 

②転換価額 

イ 当初転換価額 

当初転換価額は、435.1円とする。 

ロ 転換価額の修正 

転換価額は、2019年３月31日以降の毎年３月31日及び９月30日（以下そ

れぞれ「転換価額修正日」という。）に、転換価額修正日における時価の

95％に相当する金額（以下、「修正後転換価額」という。）に修正される

ものとする。ただし、修正後転換価額が当初転換価額の50％（以下、「下
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限転換価額」という。）を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額

とする。なお、転換価額が、下記ハにより調整された場合には、下限転

換価額についても同様の調整を行うものとする。 

上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という。）における普

通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のな

い日数を除く。円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨

五入する。）とする。 

ハ 転換価額の調整 

(a) 当会社は、第１回Ａ種優先株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由によ

り普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合

は、次に定める算式（以下、「転換価額調整式」という。）をもって転

換価額（上記ロに基づく修正後の転換価額を含む。）を調整する。 

 

調整後転換価額 

＝調整前転換価額×（既発行普通株式数＋（（交付普通株式数×１株当

たりの払込金額）÷時価））÷（既発行普通株式数＋交付普通株式数） 

 

転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記

(b)(i)ないし(iv)の各取引に係る基準日が定められている場合はその

日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の転換価額を適

用する日の１か月前の日における、当会社の発行済普通株式数から当該

日における当会社の有する普通株式数を控除し、当該転換価額の調整前

に下記(b)又は(d)に基づき交付普通株式数とみなされた普通株式のうち

未だ交付されていない普通株式の数を加えた数とする。 

転換価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式分割

が行われる場合には、株式分割により増加する普通株式数（基準日にお

ける当会社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まな

い。）とし、普通株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減

少する普通株式数（効力発生日における当会社の有する普通株式に関し

て減少した普通株式数を含まない。）を負の値で表示して使用するもの

とする。 

転換価額調整式で使用する「１株当たりの払込金額」は、下記(b)(i)の

場合は当該払込金額（金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正

な評価額、無償割当ての場合は０円とする。）、下記(b)(ii)及び(iv)の

場合は０円とし、下記(b)(iii)の場合は取得請求権付株式等（下記

(b)(iii)に定義する。）の交付に際して払込みその他の対価関係にある

支払がなされた額（時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求で

きる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を

加えた額とする。）から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得

請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除

した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株

式の数で除した金額（下記(b)(iii)において「対価」という。）とす

る。 

(b) 転換価額調整式により第１回Ａ種優先株式の転換価額の調整を行う場

合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるとこ

ろによる。 

(i) 下記(c)(ii)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交
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付する場合（無償割当ての場合を含む。）（ただし、当会社の交付し

た取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約

権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同

じ。）の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求で

きる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本

ハにおいて同じ。）その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行

使により交付する場合を除く。） 

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられ

たときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ｡）又は無償割当

ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通

株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当て

のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 

(ii)普通株式の株式分割をする場合 

調整後の転換価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以

降これを適用する。 

(iii)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約

権であって、その取得と引換えに下記(c)(ii)に定める時価を下回

る対価をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合

（無償割当ての場合を含む。）、又は下記(c)(ii)に定める時価を下

回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の

証券若しくは権利を交付する場合（無償割当ての場合を含む。） 

調整後の転換価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株

式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若

しくは権利（以下、「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初

の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたもの

とみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、交付され

る日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただ

し、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与える

ため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以

降これを適用する。 

上記にかかわらず、取得、転換、交換又は行使に際して交付される

普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後の転

換価額は、当該対価の確定時点で交付されている取得請求権付株式

等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得、転換、交換又は行使

され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用し

て算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用

する。 

(iv)普通株式の併合をする場合 

調整後の転換価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用す

る。 

(c) (i) 転換価額調整式の計算については、円単位未満小数第2位まで算出

し、その小数第2位を切り捨てる。 

(ii)転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日

に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における普通株式の普

通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日

数を除く。円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨

五入する。）とする。 

(d) 上記(b)に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げ
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る場合に該当すると当会社取締役会が合理的に判断するときには、当

会社は、必要な転換価額の調整を行う。 

(i) 当会社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該

会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株

式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために転換

価額の調整を必要とするとき。 

(ii)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由

に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、

他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(iii)その他当会社の発行済普通株式の株式数の変更又は変更の可能性

の生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。 

(e) 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額と

の差額が１円未満の場合は、転換価額の調整は行わないものとする。

ただし、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整

の計算において斟酌される。 

(f) 上記(a)ないし(e)により転換価額の調整を行うときは、当会社は、あ

らかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整

後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を株主名簿に記載さ

れた各第１回Ａ種優先株主に通知する。ただし、その適用の日の前日

までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やか

にこれを行う。 

 (3) 転換請求受付場所 東京都調布市調布ケ丘三丁目 6番地3 

シダックス株式会社 

 (4) 転換請求の効力発生 転換請求の効力は、転換請求書が転換請求受付場所に到着した時に発生す

る。 

15. 株式の併合又は分割 法令に別段の定めがある場合を除き、第１回Ａ種優先株式について株式の併

合又は分割は行わない。第１回Ａ種優先株主には、募集株式又は募集新株予

約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行

わない。 

16. 譲渡制限 譲渡による第１回Ａ種優先株式の取得については、取締役会の承認を要す

る。 

 

以 上
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別紙２ 定款変更案 

 

 

定款変更案 

 

（下線は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 定款変更案 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営む会社およびこ

れに相当する事業を営む外国会社の事業活動を支

配、管理することを目的とする。 

（１） 

 ～  （条文省略） 

（74） 

    （新設） 

（75）前各号に付帯または関連する一切の事業 

 

＜中 略＞ 

 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、１億４千

万株とする。 

 

 

 

（単元株式数） 

第７条 当会社の単元株式数は、１００株とす

る。 

 

＜中 略＞ 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営む会社およびこ

れに相当する事業を営む外国会社の事業活動を支

配、管理することを目的とする。 

（１） 

 ～  （現行通り） 

（74） 

（75）動物の販売及び管理業務の受託 

（76）前各号に付帯または関連する一切の事業 

 

＜中 略＞ 

 

（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、１億４千

万２５０株とし、普通株式の発行可能種類株式総

数は１億４千万株、Ａ種優先株式の発行可能種類

株式総数は２５０株とする。 

 

（単元株式数） 

第７条 当会社の単元株式数は、普通株式につき

１００株とし、Ａ種優先株式につき１株とする。 

 

＜中 略＞ 

 

第２章の２ Ａ種優先株式 

（Ａ種優先配当金） 

第１１条の２ 当会社は、第４３条の規定に従い

剰余金の配当をするときは、当該配当の基準日の

最終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種優先株

式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」という。）

又はＡ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ａ種

優先株式登録質権者」といい、Ａ種優先株主と併

せて「Ａ種優先株主等」という。）に対し、同日の

最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を

有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通

株式の登録株式質権者（以下「普通株式登録質権

者」といい、普通株主と併せて「普通株主等」と
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（新設） 

 

 

 

 

 

いう。）に先立ち、Ａ種優先株式１株につき、Ａ種

優先株式の払込金額に年率８．０％を乗じて算出

した金額について、当該剰余金の配当の基準日の

属する事業年度の初日（ただし、当該剰余金の配

当の基準日が２０１９年３月３１日に終了する事

業年度に属する場合は、払込期日）（同日を含

む。）から当該剰余金の配当の基準日（同日を含

む。）までの期間の実日数につき、１年を３６５日

として日割計算（ただし、除算は最後に行い、円

単位未満小数第３位まで計算し、その小数第３位

を四捨五入する。）により算出される金額を支払

う。ただし、当該配当の基準日の属する事業年度

において、第１１条の３に定めるＡ種優先期中配

当金を支払ったときは、その合計額を控除した額

とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当

該剰余金の配当が行われる日までの間に、当会社

がＡ種優先株式を取得した場合、当該Ａ種優先株

式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うこ

とを要しない。 

 

２ ある事業年度において、Ａ種優先株主等に対

して支払う１株当たりの剰余金の額（以下に定め

る累積未払Ａ種優先配当金を除く。）が、当該事業

年度の末日を剰余金の配当の基準日として計算し

た場合のＡ種優先配当金の額に達しないときは、

その不足額（以下「未払Ａ種優先配当金」とい

う。）は翌事業年度以降に累積する。当会社は、累

積した未払Ａ種優先配当金（以下「累積未払Ａ種

優先配当金」という。）を、当該翌事業年度以降の

Ａ種優先配当金（第１１条の３に定めるＡ種優先

期中配当金を含む。）及び普通株主等に対する剰余

金の配当に先立ち、Ａ種優先株主等に対して支払

うものとする。 

 

３ 当会社は、Ａ種優先株主等に対して、Ａ種優

先配当金及び累積未払Ａ種優先配当金の合計額を

超えて剰余金の配当は行わない。 

 

（Ａ種優先期中配当金） 

第１１条の３ 当会社は、第４４条又は第４４条

の２の規定に従い、事業年度末日以外の日を基準

日（以下「期中配当基準日」という。）とする剰余

金の配当（以下「期中配当」という。）をするとき

は、期中配当基準日の最終の株主名簿に記載又は
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記録されたＡ種優先株主等に対して、普通株主等

に先立ち、Ａ種優先株式１株につき、Ａ種優先株

式の払込金額に年率８．０％を乗じて算出した金

額について、当該期中配当基準日の属する事業年

度の初日（ただし、当該期中配当基準日が２０１

９年３月３１日に終了する事業年度に属する場合

は、払込期日）（同日を含む。）から当該期中配当

基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につ

き、３６５日で除した額（ただし、除算は最後に

行い、円単位未満小数第３位まで計算し、その小

数第３位を四捨五入する。）の金銭による剰余金の

配当（以下「Ａ種優先期中配当金」という。）を支

払う。ただし、当該期中配当基準日の属する事業

年度において、当該期中配当までの間に、本条に

定めるＡ種優先期中配当金を支払ったときは、そ

の合計額を控除した額とする。また、当該期中配

当基準日から当該期中配当が行われる日までの間

に、当会社がＡ種優先株式を取得した場合、当該

Ａ種優先株式につき当該期中配当基準日に係る期

中配当を行うことを要しない。 

 

（残余財産の分配） 

第１１条の４ 当会社は、残余財産を分配すると

きは、Ａ種優先株主等に対して、普通株主等に先

立って、Ａ種優先株式１株当たり、第１１条の５

第２項に定める基本償還価額相当額から、同項に

定める控除価額相当額を控除した金額（ただし、

基本償還価額相当額及び控除価額相当額は、同項

に定める基本償還価額算式及び控除価額算式にお

ける「償還請求日」を「残余財産分配日」（残余財

産の分配が行われる日をいう。）と、「償還請求前

支払済優先配当金」を「解散前支払済優先配当金」

（残余財産分配日までの間に支払われたＡ種優先

配当金（残余財産分配日までの間に支払われたＡ

種優先期中配当金及び累積未払Ａ種優先配当金を

含む。）の支払金額をいう。）と読み替えて算出さ

れる。）を支払う。なお、解散前支払済優先配当金

が複数回にわたって支払われた場合には、解散前

支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当

額を計算し、その合計額を基本償還価額相当額か

ら控除する。 

 

２ Ａ種優先株主等に対しては、前項のほか残余

財産の分配は行わない。 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（金銭を対価とする償還請求権） 

第１１条の５  Ａ種優先株主は、いつでも、当会

社に対し、分配可能額を取得の上限として、Ａ種

優先株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を

交付することを請求すること（以下「償還請求」

という。）ができる。当会社は、かかる請求（以

下、償還請求がなされた日を「償還請求日」とい

う。）がなされた場合には、法令の定めに従い取得

手続を行うものとし、請求のあったＡ種優先株式

の一部のみしか取得できないときは、取得するＡ

種優先株式の数は、償還請求が行われたＡ種優先

株式の数に応じて比例按分した数とする。 

 

２ Ａ種優先株式１株当たりの取得価額は、基本

償還価額から、控除価額を控除して算定するもの

とし、これらの価額は、以下の算式によって算定

される。なお、以下の算式に定める償還請求前支

払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場

合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれ

につき控除価額を計算し、その合計額を基本償還

価額から控除する。 

 

（基本償還価額算式） 

基本償還価額＝１０,０００，０００円×（１＋

０．０８）m+n/365 

払込期日（同日を含む。）から償還請求日（同日を

含む。）までの期間に属する日数を「m 年と n 日」

とする。 

 

（控除価額算式） 

控除価額＝償還請求前支払済優先配当金×（１＋

０．０８）x+y/365 

 

「償還請求前支払済優先配当金」とは、払込期日

以降に支払われたＡ種優先配当金（償還請求日ま

での間に支払われたＡ種優先期中配当金及び累積

未払Ａ種優先配当金を含む。）の支払金額とする。 

 

Ａ種優先配当金（償還請求日までの間に支払われ

たＡ種優先期中配当金及び累積未払Ａ種優先配当

金を含む。）の支払日（同日を含む。）から償還請

求日（同日を含む。）までの期間の日数を「x 年と

y日」とする。 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 本条第１項に基づく償還請求の効力は、償還

請求書が当会社本店に到着したときに発生する。 

 

（金銭を対価とする取得条項） 

第１１条の６ 当会社は、いつでも、当会社の取

締役会が別に定める日（以下、本条において「強

制償還日」という。）の到来をもって、Ａ種優先株

式の全部又は一部を、分配可能額を取得の上限と

して、金銭と引換えに取得することができる。Ａ

種優先株式の一部を取得するときは、各Ａ種優先

株主から取得するＡ種優先株式の数は、強制償還

日におけるＡ種優先株主が保有するＡ種優先株式

の数に応じて比例按分した数とする。Ａ種優先株

式１株当たりの取得価額は、第１１条の５に定め

る基本償還価額相当額から、同項に定める控除価

額相当額を控除した金額（ただし、基本償還価額

相当額及び控除価額相当額は、同項に定める基本

償還価額算式及び控除価額算式における「償還請

求日」を「強制償還日」と、「償還請求前支払済優

先配当金」を「強制償還前支払済優先配当金」（強

制償還日までの間に支払われたＡ種優先配当金

（強制償還日までの間に支払われたＡ種優先期中

配当金及び累積未払Ａ種優先配当金を含む。）の支

払金額をいう。）と読み替えて算出される。）とす

る。 

なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわ

たって支払われた場合には、強制償還前支払済優

先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算

し、その合計額を基本償還価額相当額から控除す

る。 

 

（普通株式を対価とする取得請求権） 

第１１条の７ Ａ種優先株主は、いつでも、本条

所定の条件に従って、当会社に対し、その有する

Ａ種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換

えに普通株式を交付することを請求（以下「転換

請求」といい、転換請求がなされた日を「転換請

求日」という。）することができる。 

 

２ 取得と引換えに交付すべき財産 

（１）本条に基づき、当会社がＡ種優先株主に対

し対価として交付する普通株式の数は、以下に定

める算定方法により算出する。ただし、小数点以
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下の切り捨ては最後に行い、Ａ種優先株主に対し

て交付することとなる普通株式の数に１株未満の

端数が生じたときはこれを切り捨て、金銭による

調整は行わない。 

 

（算式） 

Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する当会社の

普通株式の数 

＝Ａ種優先株主が取得を請求したＡ種優先株式の

数×第１１条の５第２項に定める基本償還価額相

当額から同項に定める控除価額相当額を控除した

金額（ただし、基本償還価額相当額及び控除価額

相当額は、同項に定める基本償還価額算式及び控

除価額算式における「償還請求日」を「転換請求

日」と、「償還請求前支払済優先配当金」を「転換

請求前支払済優先配当金」（転換請求日までの間に

支払われたＡ種優先配当金（転換請求日までの間

に支払われたＡ種優先期中配当金及び累積未払Ａ

種優先配当金を含む。）の支払金額をいう。）と読

み替えて算出される。）÷転換価額  

 

（２）転換価額 

イ 当初転換価額 

当初転換価額は、４３５．１円とする。 

ロ 転換価額の修正 

転換価額は、２０１９年３月３１日以降の毎年３

月３１日及び９月３０日（以下それぞれ「転換価

額修正日」という。）に、転換価額修正日における

時価の９５％に相当する金額（以下「修正後転換

価額」という。）に修正されるものとする。ただ

し、修正後転換価額が当初転換価額の５０％（以

下「下限転換価額」という。）を下回るときは、修

正後転換価額は下限転換価額とする。なお、転換

価額が、下記ハにより調整された場合には、下限

転換価額についても同様の調整を行うものとす

る。 

上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ

４５取引日目に始まる３０取引日の株式会社東京

証券取引所（以下「東証」という。）における普通

株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）

の平均値（終値のない日数を除く。円単位未満小

数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入

する。）とする。 

ハ 転換価額の調整 
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(a) 当会社は、Ａ種優先株式の発行後、下記(b)

に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる

場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に

定める算式（以下「転換価額調整式」という。）を

もって転換価額（上記ロに基づく修正後の転換価

額を含む。）を調整する。 

 

調整後転換価額 

＝調整前転換価額×（既発行普通株式数＋（（交付

普通株式数×１株当たりの払込金額）÷時価））÷

（既発行普通株式数＋交付普通株式数） 

 

転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」

は、普通株主に下記(b)(i)ないし(iv)の各取引に

係る基準日が定められている場合はその日、また

当該基準日が定められていない場合は、調整後の

転換価額を適用する日の１か月前の日における、

当会社の発行済普通株式数から当該日における当

会社の有する普通株式数を控除し、当該転換価額

の調整前に下記(b)又は(d)に基づき交付普通株式

数とみなされた普通株式のうち未だ交付されてい

ない普通株式の数を加えた数とする。 

転換価額調整式で使用する「交付普通株式数」

は、普通株式の株式分割が行われる場合には、株

式分割により増加する普通株式数（基準日におけ

る当会社の有する普通株式に関して増加した普通

株式数を含まない。）とし、普通株式の併合が行わ

れる場合には、株式の併合により減少する普通株

式数（効力発生日における当会社の有する普通株

式に関して減少した普通株式数を含まない。）を負

の値で表示して使用するものとする。 

転換価額調整式で使用する「１株当たりの払込金

額」は、下記(b)(i)の場合は当該払込金額（金銭

以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評

価額、無償割当ての場合は０円とする。）、下記

(b)(ii)及び(iv)の場合は０円とし、下記(b)(iii)

の場合は取得請求権付株式等（下記(b)(iii)に定

義する。）の交付に際して払込みその他の対価関係

にある支払がなされた額（時価を下回る対価を

もって普通株式の交付を請求できる新株予約権の

場合には、その行使に際して出資される財産の価

額を加えた額とする。）から、その取得、転換、交

換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人

に交付される普通株式以外の財産の価額を控除し
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た金額を、その取得、転換、交換又は行使に際し

て交付される普通株式の数で除した金額（下記

(b)(iii)において「対価」という。）とする。 

(b) 転換価額調整式によりＡ種優先株式の転換価

額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の

適用時期については、次に定めるところによる。 

(i) 下記(c)(ii)に定める時価を下回る払込金額

をもって普通株式を交付する場合（無償割当ての

場合を含む。）（ただし、当会社の交付した取得請

求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付

新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを

含む。以下本ハにおいて同じ。）の取得と引換えに

交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新

株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。以下本ハにおいて同じ。）その他の証券若しく

は権利の転換、交換又は行使により交付する場合

を除く。） 

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払

込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日

とする。以下同じ｡）又は無償割当ての効力発生日

の翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普

通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与える

ため又は無償割当てのための基準日がある場合

は、その日の翌日以降これを適用する。 

(ii) 普通株式の株式分割をする場合 

調整後の転換価額は、普通株式の株式分割のため

の基準日の翌日以降これを適用する。 

(iii) 取得請求権付株式、取得条項付株式若しく

は取得条項付新株予約権であって、その取得と引

換えに下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価を

もって普通株式を交付する定めがあるものを交付

する場合（無償割当ての場合を含む。）、又は下記

(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株

式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若

しくは権利を交付する場合（無償割当ての場合を

含む。） 

調整後の転換価額は、交付される取得請求権付株

式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約

権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利

（以下「取得請求権付株式等」という。）の全てが

当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通

株式が交付されたものとみなして転換価額調整式

を準用して算出するものとし、交付される日又は

無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用す
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る。ただし、普通株主に取得請求権付株式等の割

当てを受ける権利を与えるため又は無償割当ての

ための基準日がある場合は、その日の翌日以降こ

れを適用する。 

上記にかかわらず、取得、転換、交換又は行使に

際して交付される普通株式の対価が上記の時点で

確定していない場合は、調整後の転換価額は、当

該対価の確定時点で交付されている取得請求権付

株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で取

得、転換、交換又は行使され普通株式が交付され

たものとみなして転換価額調整式を準用して算出

するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降

これを適用する。 

(iv) 普通株式の併合をする場合 

調整後の転換価額は、株式の併合の効力発生日以

降これを適用する。 

(c)(i) 転換価額調整式の計算については、円単

位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

切り捨てる。 

(ii) 転換価額調整式で使用する時価は、調整後

の転換価額を適用する日に先立つ４５取引日目に

始まる３０取引日の東証における普通株式の普通

取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値

（終値のない日数を除く。円単位未満小数第２位

まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）と

する。 

(d) 上記(b)に定める転換価額の調整を必要とす

る場合以外にも、次に掲げる場合に該当すると当

会社取締役会が合理的に判断するときには、当会

社は、必要な転換価額の調整を行う。 

(i) 当会社を存続会社とする合併、他の会社が行

う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は

一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換に

よる当該株式会社の発行済株式の全部の取得のた

めに転換価額の調整を必要とするとき。 

(ii) 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接

して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価

額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の

事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(iii) その他当会社の発行済普通株式の株式数の

変更又は変更の可能性の生じる事由の発生により

転換価額の調整を必要とするとき。 

(e) 転換価額調整式により算出された調整後転換

価額と調整前転換価額との差額が１円未満の場合



 

 

ご注意:この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の新株式発行に関して一

般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありませ

ん。この文書に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、現時点で当社が把握可能な情報及び一定の前提又は仮定に基

づくものであり、今後、経済情勢をはじめ、当社の業績に影響を与える様々な既知又は未知のリスクによって、ここに述べられて

いる見通しと実際の結果が、大きく異なる可能性があります。 
 

- 10 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

＜中 略＞ 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

は、転換価額の調整は行わないものとする。ただ

し、本(e)により不要とされた調整は繰り越され

て、その後の調整の計算において斟酌される。 

(f) 上記(a)ないし(e)により転換価額の調整を行

うときは、当会社は、あらかじめ書面によりその

旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の

転換価額及びその適用の日その他必要な事項を株

主名簿に記載された各Ａ種優先株主に通知する。

ただし、その適用の日の前日までに前記の通知を

行うことができないときは、適用の日以降速やか

にこれを行う。 

 

３ 本条第１項に基づく転換請求の効力は、転換

請求書が当会社本店に到着したときに発生する。 

 

（議決権） 

第１１条の８ Ａ種優先株主は、法令に別段の定

めがある場合を除き、株主総会において議決権を

有しない。 

 

（株式の併合又は分割等） 

第１１条の９ 法令に別段の定めがある場合を除

き、Ａ種優先株式について株式の併合又は分割は

行わない。Ａ種優先株主には、募集株式又は募集

新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式

又は新株予約権の無償割当てを行わない。 

 

（Ａ種優先株式に係る譲渡制限） 

第１１条の１０ 当会社のＡ種優先株式を譲渡に

より取得するには、取締役会の承認を得なければ

ならない。 

 

＜中 略＞ 

 

（期中配当） 

第４４条の２ 前二条のほか、当会社は、基準日

を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は

記録された株主又は登録株式質権者に対して、剰

余金の配当をすることができる。 

 

 

以 上 

 


